
地球温暖化対策のための税について
 （追加配付資料）

平成22年11月19日

環境副大臣
 

近藤昭一



補償給付、公害保健福祉事業及び健康被害予防事業とその財源（旧第一種地域）

公害保健福祉事業（2.3億）
・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業
・転地療養事業
・療養用具支給事業
・家庭療養指導事業
・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
の助成事業

補償給付（約504億円）
・療養の給付及び療養費
・障害補償費
・遺族補償費
・遺族補償一時金
（・児童補償手当）
・療養手当
・葬祭料

独立行政法人

 
環境再生保全機構

指定地域自治体の長

ばい煙発生
施設等設置者
（約8,500施設）
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（全額汚染原因者）

国 ¼
県又は市 ¼
汚染原因者 ½

汚染原因者

（注）指定地域解除（昭和６３年３月１日）以降の申請による新規認定は行っていない
被認定者（約４．３万人）補償

（注）金額及び施設数は平成２２年度予定

現行の自動車重量税は、自動車の大気汚染への寄与の程度に応じる形で、大気汚染に

 係る公害認定患者（約４．３万人）の補償の財源の一部（約100億円）となっている。
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